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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電力を出力可能な交流電力出力部と、
　１次側コイルを有する送電部と、
　前記交流電力出力部と前記送電部とを電気的に接続する配線と、
を備え、
　前記１次側コイルに対して前記交流電力を出力することによって２次側コイルに対して
非接触で電力を伝送することが可能な非接触給電装置において、
　前記交流電力出力部から出力される出力電圧と出力電流との比率、及び前記出力電圧と
前記出力電流との位相差を検知する検知手段と、
　前記検知手段により検知された前記比率及び前記位相差に基づいて、異常が発生してい
るか否かの判定を行う判定手段と、
を備え、
　前記１次側コイル及び前記配線は、複数本の導電性ワイヤを束ねたもので構成されてお
り、
　前記判定手段は、前記検知手段により検知された前記比率及び前記位相差に基づいて、
前記１次側コイル及び前記配線の少なくとも一方に部分断線が発生しているか否かの判定
、及び、前記１次側コイルが変形しているか否かの判定を行うことを特徴とする非接触給
電装置。
【請求項２】
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　前記判定手段は、前記出力電圧に対する前記出力電流の比率が０ではなく且つ予め定め
られた閾値よりも低い場合であって、更に前記位相差が予め定められた特定範囲内にある
場合に、前記１次側コイル及び前記配線の少なくとも一方に部分断線が発生していると判
定する請求項１に記載の非接触給電装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、前記出力電圧に対する前記出力電流の比率が０ではなく且つ予め定め
られた閾値よりも高い場合であって、更に前記位相差が予め定められた特定範囲から外れ
た場合に、前記１次側コイルが変形していると判定する請求項１に記載の非接触給電装置
。
【請求項４】
　前記２次側コイルが前記１次側コイルの給電可能な位置に配置されていない場合に異常
判定用の交流電力が出力されるよう前記交流電力出力部を制御する制御手段を備え、
　前記判定手段は、前記異常判定用の交流電力が出力された場合の前記検知手段の検知結
果に基づいて、前記各判定を行う請求項１～３のうちいずれか一項に記載の非接触給電装
置。
【請求項５】
　請求項１～４のうちいずれか一項に記載の非接触給電装置を用いて、車両に設けられた
前記２次側コイルに対して前記交流電力を伝送するとともに、前記２次側コイルにて受電
した交流電力を用いて、前記車両に設けられた車両用バッテリを充電することを特徴とす
る非接触給電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触給電装置及び非接触給電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　給電対象機器に対して非接触で電力を伝送可能な非接触給電装置として、例えば特許文
献１及び非特許文献１に記載されたものが知られている。この非接触給電装置は、高周波
電源と、１次側コイル及び１次側コンデンサからなる送電側共振回路とを備えている。こ
の場合、上記送電側共振回路（１次側コイル）と同一の共振周波数の受電側共振回路（２
次側コイル）が所定の距離に配置されている状況において、高周波電源から高周波電力が
送電側共振回路に入力されると、磁場共鳴によってその高周波電力の一部が受電側共振回
路に伝送される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開特許ＷＯ／２００７／００８６４６　Ａ２
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】ＮＩＫＫＥＩ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ　２００７．１２．３　１１７
頁～１２８頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、何らかの要因により非接触給電装置にて異常が発生すると、伝送効率の低下が
懸念される。このため、非接触給電装置においては、異常を好適に検知することが要求さ
れる。なお、この要求は、電磁誘導によって非接触で給電を行うものについても同様であ
る。
【０００６】
　本発明の目的は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、異常を好適に検知するこ
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とができる非接触給電装置を提供すること、及びその非接触給電装置を用いた非接触給電
システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に係る発明は、交流電力を出力可能な交流電力出
力部と、１次側コイルを有する送電部と、前記交流電力出力部と前記送電部とを電気的に
接続する配線と、を備え、前記１次側コイルに対して前記交流電力を出力することによっ
て２次側コイルに対して非接触で電力を伝送することが可能な非接触給電装置において、
前記交流電力出力部から出力される出力電圧と出力電流との比率、及び前記出力電圧と前
記出力電流との位相差を検知する検知手段と、前記検知手段により検知された前記比率及
び前記位相差に基づいて、異常が発生しているか否かの判定を行う判定手段と、を備え、
前記１次側コイル及び前記配線は、複数本の導電性ワイヤを束ねたもので構成されており
、前記判定手段は、前記検知手段により検知された前記比率及び前記位相差に基づいて、
前記１次側コイル及び前記配線の少なくとも一方に部分断線が発生しているか否かの判定
、及び、前記１次側コイルが変形しているか否かの判定を行うことを特徴とする。
【０００８】
　かかる発明によれば、交流電力出力部、送電部及び配線を含む交流電力伝送系における
抵抗やインダクタンスの変化が、出力電圧と出力電流との比率、又は出力電圧と出力電流
との位相差として検知される。そして、検知手段の検知結果に基づいて異常が発生してい
るか否かを判定することにより、１次側コイルの変形といった送電部の異常、配線の異常
又は交流電力出力部の異常等といった交流電力伝送系の異常を検知することができる。特
に、出力電圧及び出力電流は比較的容易に検知することができるため、比較的簡素な構成
で、非接触給電装置の異常検知を実現することができる。
　また、１次側コイル及び配線を、複数本の導電性ワイヤで形成することによって、交流
電力を用いる場合に生じ得る表皮効果によるエネルギ損失を抑制することができる。この
場合、１次側コイル及び配線において複数本の導電性ワイヤのうち一部が断線する部分断
線が発生したり、１次側コイルの変形が発生したりする場合がある。特に、１次側コイル
と２次側コイルとの距離が変動すると、当該変動に伴って伝送効率が低下し、交流電力が
１次側コイル及び配線において熱に変換される。この熱は、上記のような部分断線等の原
因となり易い。
　これに対して、本発明によれば、異常か否かの判定基準として、出力電圧と出力電流と
の比率及び出力電圧と出力電流との位相差の双方を採用することにより、部分断線に基づ
く抵抗変化、及び、１次側コイルの変形に基づくインダクタンスの変化を検知することが
できる。よって、部分断線や１次側コイルの変形といった異常を好適に検知することがで
きるとともに、その異常原因の絞り込みができる。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、前記判定手段は、前記出力電圧に対する前記出力電流の比率が
０ではなく且つ予め定められた閾値よりも低い場合であって、更に前記位相差が予め定め
られた特定範囲内にある場合に、前記１次側コイル及び前記配線の少なくとも一方に部分
断線が発生していると判定することを特徴とする。かかる発明によれば、１次側コイル及
び配線の少なくとも一方の部分断線を検知できる。
【００１１】
　請求項３に係る発明は、前記判定手段は、前記出力電圧に対する前記出力電流の比率が
０ではなく且つ予め定められた閾値よりも高い場合であって、更に前記位相差が予め定め
られた特定範囲から外れた場合に、前記１次側コイルが変形していると判定することを特
徴とする。かかる発明によれば、１次側コイルの変形を検知できる。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、前記２次側コイルが前記１次側コイルの給電可能な位置に配置
されていない場合に異常判定用の交流電力が出力されるよう前記交流電力出力部を制御す
る制御手段を備え、前記判定手段は、前記異常判定用の交流電力が出力された場合の前記



(4) JP 5754359 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

検知手段の検知結果に基づいて、前記各判定を行うことを特徴とする。かかる発明によれ
ば、給電が開始される前段階にて、非接触給電装置に異常があるか否かを判定することが
できる。よって、比較的早期の段階で非接触給電装置の異常を把握することができ、故障
修理・交換等の対応を早期に実行することができる。また、２次側コイルが１次側コイル
の給電可能な位置に配置されていない場合、１次側コイルと２次側コイルとの相互作用に
よる影響が小さい。このため、異常判定において上記相互作用の影響を考慮する必要がな
いとともに、２次側コイル側の異常を考慮する必要がない。よって、異常判定の精度の向
上を図ることができるとともに、異常判定において異常と判定した場合には、非接触給電
装置の異常であると特定することができる。
【００１４】
　請求項５に係る発明は、請求項１～４のうちいずれか一項に記載の非接触給電装置を用
いた非接触給電システムであって、当該非接触給電装置を用いて車両に設けられた前記２
次側コイルに対して前記交流電力を伝送するとともに、前記２次側コイルにて受電した交
流電力を用いて、前記車両に設けられた車両用バッテリを充電することを特徴とする。
　ここで、車両用バッテリは携帯電話のバッテリと比較して、大きな容量が求められる。
このため、車両用バッテリを充電するための非接触給電システムに用いられる車両用の非
接触給電装置においては、比較的大きな電力を扱うことが想定される。また、車両の駐車
位置に応じて、車両と車両用の非接触給電装置との相対位置が変動するため、１次側コイ
ルと２次側コイルとの距離が変動し易い。このため、１次側コイル及び配線等において、
エネルギ損失に伴う熱が発生し易い。さらに、車両用の非接触給電装置の１次側コイルや
配線においては、人や、それよりも重い車両が乗ることが想定される。このため、１次側
コイル及び配線には、比較的大きな荷重が掛かり易い。以上のことから、車両用の非接触
給電装置においては、部分断線や１次側コイルの変形の異常が発生する場合がある。
　これに対して、本発明によれば、車両用の非接触給電装置において部分断線や１次側コ
イルの変形の異常を、早期の段階で検知することができる。よって、その車両用の非接触
給電装置を用いて車両用バッテリを充電することを通じて、好適に異常を検知することが
できる車両用の非接触給電システムを提供することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、異常を好適に検知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る非接触給電装置を用いた非接触給電システムの電気的構成を示すブ
ロック回路図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を具体化した実施形態について図１を用いて説明する。
　図１に示すように、非接触で電力伝送（充電）を行う非接触給電システムＳは、地上に
設けられた非接触給電装置１０と車両に搭載された車載側機器２０とで構成されている。
【００１８】
　非接触給電装置１０は車載側機器２０に対して非接触で電力供給可能に構成されている
。詳細には、非接触給電装置１０は、商用電源等の外部電源に接続された高周波電源１１
（交流電源）を備えている。高周波電源１１には電源主回路１２（交流電力出力部）が設
けられている。電源主回路１２は、外部電源から入力される電力を所定の周波数の高周波
電力に変換し、その変換された高周波電力（交流電力）を出力可能に構成されている。
【００１９】
　非接触給電装置１０は、車載側機器２０に対して非接触で電力を伝送するための送電回
路１３（送電部）を備えている。送電回路１３は、複数本の導電性ワイヤ（例えば銅線）
を束ねてなる所謂リッツ線を用いて形成された配線１４を介して、電源主回路１２と電気
的に接続されている。送電回路１３は、複数本の導電性ワイヤを束ねてなる所謂リッツ線
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を用いて形成された１次側コイル１３ａと、１次側コイル１３ａと並列に接続された１次
側コンデンサ１３ｂとから構成されており、高周波電力が入力された場合に共振する。
【００２０】
　車載側機器２０は受電回路２１（受電部）を備えている。受電回路２１は送電回路１３
と磁場共鳴可能に構成されている。詳細には、受電回路２１は、送電回路１３と同様に、
互いに並列接続された２次側コイル２１ａ及び２次側コンデンサ２１ｂで構成されている
。受電回路２１の共振周波数と送電回路１３の共振周波数とは同一に設定されている。こ
のため、送電回路１３に高周波電力が入力されると、送電回路１３と受電回路２１とで磁
場共鳴して、送電回路１３（１次側コイル１３ａ）から受電回路２１（２次側コイル２１
ａ）への電力伝送が行われる。
【００２１】
　また、車載側機器２０は、整流器２２及び車両用バッテリ２３を備えている。整流器２
２は、受電回路２１にて受電した高周波電力を直流電力に整流する。車両用バッテリ２３
は整流器２２に電気的に接続されている。整流器２２によって整流された直流電力は車両
用バッテリ２３に入力される。これにより、車両用バッテリ２３の充電が行われる。
【００２２】
　非接触給電装置１０は、電源主回路１２の制御を行う制御手段としての電源側コントロ
ーラ１５を備えている。また、車載側機器２０は、車両用バッテリ２３の充電制御を行う
車両側コントローラ２４を備えている。車両側コントローラ２４は、車両用バッテリ２３
の蓄電状況を把握可能に構成されている。各コントローラ１５，２４は無線通信可能に構
成されており、両者の間で情報のやり取りが可能となっている。
【００２３】
　車両側コントローラ２４は、車両が充電（給電）可能な位置、詳細には送電回路１３（
１次側コイル１３ａ）と受電回路２１（２次側コイル２１ａ）とが磁場共鳴可能な位置に
配置された場合に、電源側コントローラ１５に対して充電可能信号を送信する。電源側コ
ントローラ１５は、その充電可能信号を受信した場合に、電源主回路１２から高周波電力
が出力されるよう制御する。すなわち、電源側コントローラ１５は、車両側コントローラ
２４と信号のやり取りを行うことによって、送電回路１３と受電回路２１とが電力伝送可
能な位置にあるか否か、換言すれば車両が存在するのか否かを判定し、その判定結果に基
づいて電源主回路１２の制御を行う。
【００２４】
　そして、車両用バッテリ２３の充電が完了（終了）した場合には、車両側コントローラ
２４は電源側コントローラ１５に充電完了信号（充電終了信号）を送信する。電源側コン
トローラ１５は、充電完了信号を受信したことに基づいて、高周波電力の出力を停止する
よう電源主回路１２を制御する。
【００２５】
　ここで、非接触給電装置１０の１次側コイル１３ａ等に異常が発生している場合、車両
用バッテリ２３への充電効率が低下する。すると、充電に要する時間が長くなったり、無
駄な電力消費が発生したりする。
【００２６】
　これに対して、非接触給電装置１０は、異常を定期的に検知するための構成を備えてい
る。当該構成について以下に説明する。
　非接触給電装置１０は検知ユニット１６を備えている。検知ユニット１６は、電源主回
路１２から出力される出力電圧（送電回路１３に付与される電圧）、電源主回路１２から
出力される出力電流（送電回路１３を流れる電流）、及びこれら出力電圧と出力電流との
位相差を検知する。そして、検知ユニット１６は、その検知結果を電源側コントローラ１
５に対して出力する。
【００２７】
　電源側コントローラ１５は、検知ユニット１６の検知結果に基づいて、送電回路１３又
は配線１４に異常が発生しているか否かを定期的に判定する。具体的には、まず、電源側
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コントローラ１５は、予め定められた周期で車両側コントローラ２４と通信可能か否かを
判定する。
【００２８】
　ちなみに、各コントローラ１５，２４間で通信可能な最大距離は予め定められている。
当該最大距離は、車両が充電可能な位置に配置されている場合、詳細には各コイル１３ａ
，２１ａが磁場共鳴可能な位置に配置されている場合の各コントローラ１５，２４間の距
離よりも大きい距離である。このため、車両側コントローラ２４と通信可能か否かの判定
は、車両が充電可能な位置にあるか否か、詳細には２次側コイル２１ａ（受電回路２１）
が１次側コイル１３ａ（送電回路１３）の給電可能な位置にあるか否かの判定であるとも
言える。
【００２９】
　通信不能であると判定した場合、車両が充電可能な位置に存在しないことを意味する。
この場合、電源側コントローラ１５は、充電を行う場合の高周波電力よりも小さい異常判
定用の高周波電力が所定期間に亘って出力されるよう電源主回路１２を制御する。そして
、検知ユニット１６は、異常判定用の高周波電力が出力されている場合の出力電圧、出力
電流及びこれらの位相差を検知し、その検知結果を電源側コントローラ１５に出力する。
【００３０】
　なお、異常判定用の高周波電力は充電に係る高周波電力と周波数が同一であれば、その
大きさは任意であり、例えば充電に係る高周波電力と同一の大きさでもよい。
　電源側コントローラ１５は、上記検知結果に基づいて、異常が発生しているか否かを判
定する。詳細には、電源側コントローラ１５は、出力電圧に対する出力電流の比率を算出
し、算出された比率が、「０」ではなく、且つ、予め定められた閾値よりも小さいか否か
を判定する。この閾値は、送電回路１３及び配線１４に異常がなく（初期状態）、且つ送
電回路１３の周囲に当該送電回路１３と磁気的に結合するもの（例えば金属）が存在しな
い状態で異常判定用の高周波電力を出力した場合の出力電圧に対する出力電流の比率より
も、予め定められた分だけ低い比率である。つまり、閾値は、正常動作とみなす範囲の下
限値である。
【００３１】
　そして、電源側コントローラ１５は、算出された比率が「０」ではなく且つ閾値よりも
小さい場合には、電源側コントローラ１５に接続された報知装置１７を用いて、異常であ
る旨の報知を行う。報知装置１７は、例えば発光部で構成されており、発光部が発光する
ことで異常を知らせる。但し、報知装置１７は、異常である旨の報知ができれば、その具
体的な報知態様は任意であり、例えば音を発生させる構成や、文字等を表示する表示装置
を用いて異常である旨の表示を行う構成としてもよい。
【００３２】
　また、電源側コントローラ１５は、出力電圧と出力電流との位相差が予め定められた特
定範囲内にあるか否かを判定する。そして、電源側コントローラ１５は、検知された位相
差が特定範囲外にあると判定した場合には、報知装置１７を用いて、異常である旨の報知
を行う。特定範囲は、送電回路１３及び配線１４に異常がなく、且つ送電回路１３の周囲
に当該送電回路１３と磁気的に結合するものが存在しない状態で異常判定用の高周波電力
を出力した場合の位相差を含むものである。
【００３３】
　なお、検知ユニット１６において出力電圧及び出力電流を検知する機能、及び電源側コ
ントローラ１５にて上記比率を算出する機能が、検知手段における交流電力出力部から出
力される出力電圧と出力電流との比率を検知する機能に対応する。
【００３４】
　次に、本実施形態における非接触給電装置１０の作用について説明する。
　１次側コイル１３ａ又は配線１４等に部分断線が発生した場合、その部分断線の箇所の
抵抗が大きくなることが想定される。また、１次側コイル１３ａが変形した場合、その変
形形態によっては１次側コイル１３ａの抵抗が大きくなる場合がある。このため、上記部
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分断線や１次側コイル１３ａの変形が発生した場合には、高周波電源１１から見た抵抗（
負荷）が大きくなり易い。抵抗が大きくなると、出力電圧に対する出力電流の比率が小さ
くなる。このため、上記比率と閾値との比較判定は、１次側コイル１３ａ若しくは配線１
４等に部分断線が発生しているか否か、又は１次側コイル１３ａが変形しているか否かの
異常判定を意味する。
【００３５】
　ちなみに、部分断線とは、電気的接続がなされているものの、一部については断線して
いることにより、その部分の抵抗が高くなる状態を言う。具体的には、複数本の導電性ワ
イヤを束ねてなる配線１４及び１次側コイル１３ａにおいて、複数本の導電性ワイヤのう
ち一部のワイヤが断線している状態を言う。
【００３６】
　ここで、算出した比率が「０」である場合、部分断線ではなく完全断線、すなわち電気
的接続がなされていない蓋然性が高い。このため、上記比率を用いた異常判定においては
、算出した比率が「０」でないことを条件とすることにより、完全断線と部分断線とを区
別して検知している。
【００３７】
　また、１次側コイル１３ａが変形した場合には、１次側コイル１３ａのインダクタンス
が変化することが想定される。このインダクタンスが変化すると、出力電圧と出力電流と
の位相差が変化する。このため、上記位相差が特定範囲内にあるか否かの判定は、１次側
コイル１３ａが変形しているか否かの異常判定を意味する。
【００３８】
　ここで、電源側コントローラ１５は、車両が充電可能な位置にいない場合に上記異常判
定を行うよう構成されている。これにより、車両の充電を開始する前段階にて、非接触給
電装置１０の異常判定を行うことを通じて、非接触給電装置１０に異常がある状態で充電
が開始されないようになっている。
【００３９】
　また、車両が充電可能な位置にいない場合とは、車載側機器２０と非接触給電装置１０
との間で電力伝送を行うことができない程度まで両者が離間している場合、より詳細には
、１次側コイル１３ａと２次側コイル２１ａとの磁場共鳴がほとんど行われない距離だけ
両者が離間している場合を意味する。このため、１次側コイル１３ａと２次側コイル２１
ａとの間の距離の変動等によるインダクタンスの変化や抵抗の変化といった１次側（非接
触給電装置１０）と２次側（車載側機器２０）との相互作用に起因する要因を考慮する必
要がない。
【００４０】
　なお、部分断線によって抵抗は変化する一方、インダクタンスは変化しにくい。このた
め、出力電圧に対する出力電流の比率が閾値よりも低い状況において、位相差が特定範囲
内である場合には、１次側コイル１３ａの変形よりも部分断線である蓋然性が高い。一方
、出力電圧に対する出力電流の比率が閾値よりも高い状況において、位相差が特定範囲外
である場合には、部分断線よりも１次側コイル１３ａの変形である蓋然性が高い。すなわ
ち、上記比率に基づく異常判定結果と、位相差に基づく異常判定結果とを組み合わせるこ
とにより、ある程度の異常原因の絞り込みを行うことができる。
【００４１】
　以上詳述した本実施形態によれば以下の優れた効果を奏する。
　（１）電源主回路１２と送電回路１３とを配線１４を介して電気的に接続した構成にお
いて、電源主回路１２から出力される出力電圧、電源主回路１２から出力される出力電流
、及びこれら出力電圧と出力電流との位相差を検知する検知ユニット１６を設けた。そし
て、検知ユニット１６の検知結果に基づいて、送電回路１３及び配線１４の少なくとも一
方に異常が発生しているか否かの異常判定を行う構成とした。これにより、送電回路１３
及び配線１４における抵抗やインダクタンスの変化を、出力電圧と出力電流との比率、又
は出力電圧と出力電流との位相差として検知することができる。そして、その検知結果に
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基づいて異常判定を行うことにより、１次側コイル１３ａの変形といった送電回路１３の
異常や、配線１４の異常といった非接触給電装置１０の異常を好適に検知することができ
る。特に、出力電圧、出力電流、及び位相差を検知する検知ユニット１６は、インピーダ
ンスを検知するものよりも簡素である。よって、比較的簡素な構成で、非接触給電装置１
０の異常を好適に検知することができる。
【００４２】
　（２）磁場共鳴による非接触給電を行う特性上、１次側コイル１３ａ及び配線１４には
高周波電力を供給する必要があるため、表皮効果によるエネルギ損失の増大化が懸念され
る。これに対して、本実施形態によれば、配線１４及び１次側コイル１３ａを、複数本の
導電性ワイヤを束ねて形成することにより、表面積の向上を図り、エネルギ損失の増大化
を抑制することができる。この場合、１次側コイル１３ａ又は配線１４において複数本の
導電性ワイヤのうち一部が断線する部分断線が発生したり、１次側コイル１３ａの変形が
発生したりする場合がある。特に、車両用バッテリ２３を充電する非接触給電システムＳ
に用いられる車両用の非接触給電装置１０は、携帯電話の給電装置等と比較して、大きな
電力を取り扱う。また、１次側コイル１３ａと２次側コイル２１ａとの距離が変動し易く
、その距離の変動に伴い伝送効率が低下し易い。この場合、電源主回路１２からの高周波
電力が１次側コイル１３ａ及び配線１４において熱に変換され易い。さらに、車両用の非
接触給電装置１０の１次側コイル１３ａや配線１４においては、人や、それよりも重い車
両が乗ることが想定される。このため、１次側コイル１３ａ及び配線１４には、比較的大
きな荷重が掛かり易い。以上のことから、車両用の非接触給電装置１０においては、熱や
荷重によって部分断線や１次側コイル１３ａの変形が発生し易い。
【００４３】
　これに対して、本実施形態によれば、車両用の非接触給電装置１０において特に問題と
なり易い部分断線及び１次側コイル１３ａの変形を、早期の段階で検知することができる
。よって、好適な異常検知を行うことができる車両用の非接触給電装置１０を提供するこ
とができ、当該非接触給電装置１０を用いて車両用バッテリ２３を充電することにより、
好適な異常検知を行うことができる非接触給電システムＳ（非接触充電装置）を提供する
ことができる。
【００４４】
　（３）車両が充電可能な位置にいない場合、詳細には２次側コイル２１ａが１次側コイ
ル１３ａの給電可能な位置に配置されていない場合に異常判定を行う構成とした。これに
より、充電が開始される前段階にて、非接触給電装置１０に異常があるか否かを判定する
ことができる。よって、比較的早期の段階で非接触給電装置１０の異常を把握することが
でき、故障修理・交換等の対応を早期に実行することができる。
【００４５】
　また、２次側コイル２１ａが１次側コイル１３ａの給電可能な位置に配置されていない
場合、１次側コイル１３ａと２次側コイル２１ａとの相互作用を無視することができる。
このため、異常判定において上記相互作用を考慮する必要がないとともに、車載側機器２
０内の異常を考慮する必要がない。よって、異常判定の精度の向上を図ることができると
ともに、異常判定において異常と判定した場合には、非接触給電装置１０の異常であると
特定することができる。
【００４６】
　（４）さらに、上記異常判定は、ユーザの操作を要することなく、車両がいない場合に
定期的に実行される。これにより、簡易且つ早期に異常を検知することができる。
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
【００４７】
　○　実施形態では、磁場共鳴型の非接触給電について説明したが、これに限られず、例
えば電磁誘導型の非接触給電に対して本発明を適用してもよい。
　○　実施形態では、電源主回路１２と送電回路１３とを配線１４を用いて接続したが、
これに限られず、例えば配線１４を用いて電源主回路１２と結合用コイルとを接続し、そ
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の結合用コイルと送電回路１３とを、電磁誘導で結合する構成としてもよい。この場合、
異常判定を行うことによって、配線１４、結合用コイル又は送電回路１３の異常を検知す
ることができる。なお、上記構成では、結合用コイル及び送電回路１３が送電部に対応す
る。
【００４８】
　○　実施形態では、１次側コンデンサ１３ｂ及び２次側コンデンサ２１ｂを設けたが、
これらを省略してもよい。この場合、１次側コイル１３ａ及び２次側コイル２１ａの寄生
容量で磁場共鳴を行う構成とするとよい。
【００４９】
　○　また、磁場共鳴の共鳴周波数は適宜設定すればよく、それ合わせて高周波電源１１
から出力される高周波電力の周波数を設定すればよい。つまり、高周波電力に限られず、
所定の周波数（例えば１０ｋＨｚ～１０ＭＨｚ）の交流電力であればよい。
【００５０】
　○　実施形態では、電源側コントローラ１５は、車両側コントローラ２４と通信可能か
否かに基づいて、２次側コイル２１ａが１次側コイル１３ａの給電可能な位置に配置され
ているのか否かを判定していたが、当該判定を行う構成はこれに限られない。例えば、非
接触給電装置１０に、車両が充電可能な位置にあるのか否かを検知するためのイメージセ
ンサ等の各種センサを別途設け、そのセンサの検知結果に基づいて、上記判定を行う構成
としてもよい。この場合、通信可能な距離内にあるにも関わらず、各コントローラ１５，
２４間で通信ができない場合であっても、非接触給電装置１０が車両の存在を把握するこ
とができる。
【００５１】
　○　実施形態では、出力電圧に対する出力電流の比率を用いた異常判定と、位相差を用
いた異常判定とを行う構成としたが、これに限られず、いずれか一方の異常判定のみを行
う構成としてもよい。但し、異常の原因を絞り込める点に着目すれば、両方の異常判定を
行う方がよい。
【００５２】
　○　実施形態では、検知ユニット１６は、出力電圧及び出力電流を検知するとともに、
これらの位相差を検知する構成としたが、位相差を検知することなく、出力電圧及び出力
電流（又はその比率）の大きさのみを検知する構成としてもよい。
【００５３】
　○　実施形態では、電源側コントローラ１５が、出力電圧に対する出力電流の比率を算
出する構成であったが、これに限られず、例えば検知ユニット１６において上記比率を算
出し、その算出結果を電源側コントローラ１５に対して出力する構成としてもよい。要は
、上記比率が検知（把握）できれば、その具体的な構成は任意である。
【００５４】
　○　実施形態では、報知装置１７を用いて異常である旨の報知を行う構成としたが、こ
れに限られず、例えば車両側にて報知させる構成としてもよい。この場合、電源側コント
ローラ１５は、車両側コントローラ２４と通信可能状態となった場合に、その車両側コン
トローラ２４に対して異常である旨の信号を送信する。車両側コントローラ２４は、その
信号を受信した場合に、所定の報知装置を用いて異常である旨の報知を行う。この所定の
報知装置としては、別途新たに設けてもよいし、既存の装置、例えばカーナビゲーション
装置の表示画面等に表示させる構成としてもよい。
【００５５】
　○　実施形態では、１次側コイル１３ａは、複数本の導電性ワイヤを束ねてなるリッツ
線で構成されていが、これに限られず、例えば１の導電性ワイヤで構成してもよい。この
場合、１の導電性ワイヤの一部が欠けた場合、その欠けた部分の抵抗が大きくなることが
想定される。但し、表皮効果によるエネルギ損失の増大化を抑制する観点に着目すれば、
リッツ線で構成する方が好ましい。
【００５６】
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　○　実施形態では、出力電圧と出力電流との位相差が特定範囲から外れることに基づい
て、１次側コイル１３ａの変形と判定したが、これに限られず、１次側コンデンサ１３ｂ
の異常と判定してもよい。
【００５７】
　○　実施形態では、検知ユニット１６の検知結果に基づいて、配線１４及び送電回路１
３の異常を判定する構成としたが、これに限られず、上記検知結果に基づいて電源主回路
１２の異常を判定する構成としてもよい。
【００５８】
　○　実施形態では、閾値及び特定範囲は予め定められた固定値となっていたが、これに
限られず、例えば経年劣化や外気の温度等に応じて、閾値及び特定範囲を変更してもよい
。これにより、上記要因によって、車両が充電可能な位置に配置されていない状況におい
て異常判定用の高周波電力を出力した場合の出力電圧及び出力電流が変動する場合であっ
ても、その変動に好適に対応することができる。
【００５９】
　○　実施形態では、車載側機器２０に車両用バッテリ２３が設けられ、電源主回路１２
から非接触で伝送された電力は、車両用バッテリ２３を充電するのに用いられたが、これ
に限られず、例えば車両側コントローラ２４等の他の電子機器を動作させるのに用いても
よい。
【００６０】
　○　実施形態では、非接触で電力伝送を行うのに用いられる２次側コイル２１ａを有す
る受電回路２１は車両に搭載されていたが、これに限られず、例えば携帯電話等に搭載す
る構成でもよい。要は、電力伝送の対象となる機器は任意である。
【符号の説明】
【００６３】
　１０…非接触給電装置、１１…高周波電源、１２…電源主回路、１３…送電回路、１３
ａ…１次側コイル、１３ｂ…１次側コンデンサ、１４…配線、１５…電源側コントローラ
、１６…検知ユニット、１７…報知装置、２０…車載側機器、２１…受電回路、２１ａ…
２次側コイル、２３…車両用バッテリ、２４…車両側コントローラ。
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【図１】
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